
高崎市青年商業者研究会会則 
 

（名称及び事務所） 

第１条 この会は、高崎市青年商業者研究会（略称ＴＳＫ）と称し、事務所を高崎市商工観光部商

工振興課内に置く。 

（ 目 的 ） 

第２条 この会は、商業経営について自主的な研究を行い、その改善向上を図り、もって本市の産

業の振興発展に寄与することを目的とする。 

（運営の原則） 

第３条 この会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 

２ この会は、これを特定の政治活動のために利用しない。 

（ 事 業 ） 

第４条 この会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）本市商業の振興を図るための事業 

（２）会員の資質の向上を図るための事業 

（３）その他第２条の目的達成のための必要な事業 

（ 組 織 ） 

第５条 この会の会員は、高崎市内に商業関係の事務所を有する青年経営者をもって組織する。た

だし、特に会長が必要と認めて許可した者については、この限りではない。 

（ 入 会 ） 

第６条 この会に入会しようとする者は、１人以上の会員の紹介による入会願を会長に提出し、運

営委員会の承認を経なければならない。 

（卒業・退会） 

第７条 会員が満４５歳となった時は、当該年度の末日において卒業するものとする。ただし、会

長職にある者が満４５歳となった時は、翌年度の末日において卒業するものとする。 

２ この会を退会しようとする者は、退会願を会長に提出し、運営委員会の承認を経なければなら

ない。この場合において、既納の会費その他の金円は、これを返還しない。 

３ 死亡による退会の場合にあっても、前項後段の規定を準用する。 

（ 除 名 ） 

第８条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の決議により除名することがで

きる。ただし、運営委員会は、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。 

（１）この会の体面を傷つけ、また趣旨に反する行為があったとき。 

（２）会費納入義務を履行しないとき。 

（３）出席義務を履行しないとき。 

（４）その他会員として適当でないと認められたとき。 

（ 休 会 ） 

第９条 会員は、下記の場合に該当するときは、休会を申し出ることができる。 

（１）会員の業務上の都合、またはけが、病気等の療養生活のため会員としての活動が出来ないと

思われるとき。 

（２）休会を申し出ようとする者は、理由書を添えて休会願を会長に提出し、運営委員会の承認を

経なければならない。 

（３）復帰しようとする時は、会長又は総務委員長に届け出なければならない。 

（４）休会を許可された会員は、出席義務を免除される。ただし、会費の納入は行わなければなら

ない。 

（会員の権利及び義務） 

第１０条 会員は、次に掲げる権利を有するとともに、義務を負う。 



 

（１）この会の事業に参加すること。 

（２）会費その他の負担金を納入すること。 

（ 役 員 ） 

第１１条 この会に会長１人、副会長２人以上、運営委員若干人及び監事１人の役員を置く。 

２ この会に名誉会長１人を置くことができる。 

３ 名誉会長は、高崎市長の職にある者をもって充てる。 

（役員の職務） 

第１２条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき及び事故のあるときは、その職務を代行する。 

３ 運営委員は、この会の運営に必要な業務にあたる。 

４ 監事は、この会の会計及び業務を監査する。 

（ 会 計 ） 

第１３条 この会の経理会計を担当させるため、会計２人を置く。 

２ 会計の１人以上は、運営委員のうちから会長が指名する。 

（役員の任期） 

第１４条 役員の任期は、１月１日から１２月３１日までの１年とする。ただし、再任されること

ができる。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。 

（顧問及び相談役） 

第１５条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。 

３ 相談役は、会長が依嘱し、会議に出席して意見を述べることができる。 

（ 会 議 ） 

第１６条 この会議は、総会、運営委員会及び例会とする。 

（ 総 会 ） 

第１７条 総会は、この会の最高議決機関であって、事業年度終了後２か月以内に招集する。ただ

し、運営委員会が必要と認めて会長が招集したとき又は会員の３分の２以上が付議事項を示して

総会の開催を要求したときは、この限りではない。 

２ 総会の付議事項は、次のとおりとする。 

（１）会則の改廃 

（２）予算及び決算 

（３）事業計画及び事業報告 

（４）役員及び顧問の選任又は解任 

（５）その他運営委員会において必要と認めた事項 

３ 総会は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（運営委員会） 

第１８条 運営委員会は、会長、副会長及び運営委員をもって構成し、必要に応じ開催する。 

２ 運営委員会は、総会の決定に従い、この会の運営にあたる。 

３ 運営委員会は、構成員の３分の２以上が出席して開催するものとする。 

（ 例 会 ） 

第１９条 例会は、研修、親睦、その他の実施機関であって、会員全員をもって構成し、原則とし

て、毎月１回以上開催するものとする。 

（ 委 員 会 ） 

第２０条 この会の専門的業務を処理させるため、総務及び経営の２委員会を置く。 

２ 前項の委員会のほか、運営委員会の議を経て別に委員会を置くことができる。 

３ 会員は、前２項の委員会のうち、いずれかその１に属するものとする。 

４ 委員会に委員長１人置き、運営委員のうちから互選する。 



 

５ 委員長は、委員会の運営上必要があるときは、副委員長若干名を置くことができる。 

６ 委員長、副委員長の任期については、第１４条の規定を準用する。 

（特別委員会） 

第２１条 この会の特別な事業を遂行させるため、運営委員会の議を経て特別委員会を設けること

ができる。 

２ 特別委員会の長は、会員の中から会長が指名する。 

３ 特別委員会は、特別な事業が終了したときは、解散するものとする。 

４ 特別委員会の規則は、運営委員会において定める。 

（ 経 費 ） 

第２２条 この会の経費は、会費・負担金・その他の収入をもって充てる。 

（ 会 費 ） 

第２３条 会費は、１人につき年額６０，０００円とし、毎年２月末日までに会計に納入しなけれ

ばならない。ただし、事前に申し出があり会長が承認したものについては、２回に分納すること

ができる。この場合において分割した会費の納期は、それぞれ、その年の２月末日及び８月末日

とする。 

２ 前項にかかわらず、会計年度の途中に入会する会員の初年度会費は、金５，０００円に残余の

月数を乗じた金額とし、これを入会時に会計に納入するものとする。 

（ 臨 時 会 費 ） 

第２４条 前条の会費以上に臨時に会費を徴収しようとするときは、総会の議を経なければならな

い。 

（負  担  金） 

第２５条 会長は、この会の事業に参加する場合においては、その経費にあてるため、会員から負

担金を徴収することができる。 

２ 負担金の額は、それぞれの事業ごとに運営委員会で定める。 

（ 事 業 年 度 ） 

第２６条 この会の事業年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わるものとする。 

（慶弔及び表彰規定） 

第２７条 会員の慶弔及び表彰については、会長が総会にはかって別に定める。 

（そ の 他） 

第２８条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が運営委員会にはかって定める。 

 

  附  則 

この会則は、議決の日から施行し、昭和５４年４月１日から適用する。 

 附  則 

この会則は、議決の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

ただし、改正後の第２６条の規定は、昭和５７年度に限り４月１日から始まるものとする。 

 附  則 （昭和６３年１月２０日） 

この会則は、議決の日から施行し、昭和６３年１月１日から適用する。 

 附  則 （平成元年１月２５日） 

この会則は、議決の日から施行し、昭和６４年１月１日から適用する。 

 附  則 （平成７年１２月２日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成８年１月１日から適用する。 

附  則 （平成１６年１月２０日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成１６年１月１日から適用する。 

  附  則 （平成１８年１月２６日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成１８年１月１日から適用する。 

  附  則 （平成２１年１月２２日） 



 

この会則は、議決の日から施行し、平成２１年１月１日から適用する。 

附  則 （平成２１年１２月１６日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成２２年１月１日から適用する。 

附  則 （平成２４年１２月１３日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附  則 （平成２６年１月１６日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成２６年１月１日から適用する。 

附  則 （平成２６年１２月１１日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成２７年１月１日から適用する。 

附  則 （平成３０年１２月６日） 

この会則は、議決の日から施行し、平成３１年１月１日から適用する。 

附  則 （令和２年１０月２９日） 

この会則は、議決の日から施行し、令和２年１１月１日から適用する。 

附  則 （令和３年１１月１９日） 

この会則は、議決の日から施行し、令和３年１２月１日から適用する。 

  附  則 （令和５年６月２９日） 

この会則は、議決の日から施行し、令和６年１月１日から適用とする。 

附  則 （令和５年１２月１４日） 

この会則は、議決の日から施行し、令和５年１２月１日から適用とする。 

 



 

高崎市青年商業者研究会慶弔規定 
 

この規定は、高崎市青年商業者研究会会則第２７条の規定に基づき、会員相互の親睦を図る 

ため、次の６種類に付いて共済給付を行うものとする。 

 １ 結婚祝金                             

  １０，０００円 

 ２ 弔 慰 金 

  （１） 会 員                             

  ２０，０００円 

  （２） 配偶者                             

  １０，０００円 

  （３） 会員の子供・父母                        

  １０，０００円 

 ３ 災害見舞金 

    会員が風水害で被害を受けたとき                 

  １０，０００円 

 ４ 火災見舞金 

    会員が火災のため災害を受けたとき                

  １０，０００円 

 ５ 療養見舞金 

    会員が疾病のため２週間以上入院または、１か月以上疾臥した場合 

１０，０００円 

 ６ その他必要と認められた場合については、その都度運営委員会の議を経て給付を行う。 

 

 

高崎市青年商業者研究会表彰規定 
 

この規定は、高崎市青年商業者研究会会則第２７条の規定に基づき、会員のうちその年度に 

おいて、会の活動に対し功績顕著な者を会長及び副会長において選考し、これを表彰することがで

きるものとする。 

 

 附  則 （平成元年１月２５日） 

  この規定は、議決の日から施行し、昭和６４年１月１日から適用する。 

 附  則 （平成３１年１月１０日） 

  この規定は、議決の日から施行し、平成３１年１月１日から適用する。 

 附  則 （令和５年６月２９日） 

この規定は、議決の日から施行し、令和５年７月１日から適用とする。 

 
 


